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無料

地方公共団体等の管理職員、人事・職員厚生担当者、衛生管理者等の
メンタルヘルス対策担当職員向けに、相談窓口を設置しています。
個々の職員への対応方法から、職場の体制づくりまで、
メンタルヘルス対策に関する相談を幅広く受け付けています。
相談には、臨床心理士等の相談員が電話やWeb、メールでアドバイス等を行います。
費用はかかりませんので、お困りの際には、一度ご相談ください。　

地方公務員災害補償基金
一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会

地方公共団体等の管理職員、人事・職員厚生担当者、衛生管理者等の
メンタルヘルス対策担当職員向けに、相談窓口を設置しています。
個々の職員への対応方法から 職場の体制づくりまで

メンタルヘルス対策の
相談窓口をご活用ください

全日24時間

menherusodan@jalsha.or.jp03-5213-4310

10：00～16：00
（12:00～13:00を除く）

メール相談電話・Web相談

原則、ご相談に対する回答は、電話相談受付日となります

専用アドレス専用ダイヤル

原則、週2日【月・木】

ストレスチェックの
結果を活用した

職場環境改善に
取り組みたいの
ですが・・・

療養休暇を
とっていた職員が

職場復帰するのですが
注意すべき点などは
ありますか？

休みがちで、
元気がない

職員がいるのですが、

うつ病に
ならないか心配です。
どうしたら？

職場でトラブルを
起こしがちな職員がいて

困っています。
どう対応したら
よいのでしょう？

地方公務員地方公務員

03-5213-4310

10：00～16：00
（12:00～13:00を除く）

電話・Web相談

専用ダイヤル

原則、週2日【月・木】

員災害補償基金害補償基金員災害員員災害員災害

全日24時間

menherusodan@jalsha.or.jp

メール相談

原則、ご相談に対する回答は、電話相談受付日となります

専用アドレス

詳細は、裏面にてご確認ください

はかかりませんので、お困りのの際には

ス

職
相談例
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相談方法

●相談は、臨床心理士等のメンタルヘルス相談員がご対応させていただきます。
　メールによる相談は、原則、電話又はメール返信により、電話相談受付日に回答させていただきます。

●相談内容とお答えした内容については、個人情報や個人・団体の特定に繋がるような情報を削除し、改編した上で、
事例等として当協会ホームページで公開させていただく場合があります。

注意事項

全日24時間
※原則、ご相談に対する回答は、電話相談受付日となります

メール相談

電話・Web相談

menherusodan@jalsha.or.jp専用アドレス

03-5213-4310専用ダイヤル

相談受付日は、当協会ホームページにてご確認ください。
ホームページURL　  https://www.jalsha.or.jp/

相談内容を踏まえ、必要性が高い場合には、相談員を現地に派遣します。

協会HP

10：00～16：00
   （12:00～13:00を除く）

原則、週2日【月・木】

※祝日や年末年始の前後等は、変更があります
受付日及び時間

受付日及び時間

地方公共団体等の
● 管理職員
● 人事・職員厚生担当者
● 衛生管理者等のメンタルヘルス対策担当職員
※メンタルヘルス不調者本人等は、対象としていません。

● メンタルヘルス不調者に対する対応方法
● ストレスチェックの実施方法
● メンタルヘルス対策全般
● ハラスメント事案への対応方法

対象者
ご利用者

相談内容
こんな相談ができます

メンタルヘルス対策の相談窓口

全日24時間
※原則、ご相談に対する回答は、電話相談受付日となります

メール相談

電話・Web相談

menherusodan@jalsha.or.jp専用アドレス

03-5213-4310専用ダイヤル

相談受付日は、当協会ホームページにてご確認ください。
ホームページURL　  https://www.jalsha.or.jp/

相談内容を踏まえ、必要性が高い場合には、相談員を現地に派遣します。

協会HP

10：00～16：00
   （12:00～13:00を除く）

原則、週2日【月・木】

※祝日や年末年始の前後等は、変更があります
受付日及び時間

受付日及び時間

- 271 -



- 272 -



- 273 -



をご活用ください！！

公務災害防止対策
アドバイザー派遣事業

公務災害防止に関する専門家（アドバイザー）を、
下記対象事業場を有する地方公共団体（都道府県・
市区町村・一部事務組合）に派遣して、専門的な見地
からアドバイスを行います。

一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会

対象事業場

※地方公務員災害補償法が適用される職員が在籍している
　事業場に限ります。

❶過去に死亡災害等、重大な
　公務災害が発生した事業場

❷近年連続して公務災害が
　発生している事業場 等

地方公共団体の事業場で
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費　　用

事業内容

地方公共団体の
負担はありません！
※アドバイザーの派遣費用（謝金、旅費交通費）は当協会が負担
します。ただし、謝金の額等は当協会の基準によります。協会の
基準額を超える場合は各団体のご負担となりますので、ご留意
ください。

・アドバイザー及び実施形式（講義、
グループワーク、質疑応答等）は
ご要望に応じます。

・アドバイザーが公務災害発
生の現場や状況を確認した
うえで、公務災害防止対策を
アドバイスします。

まずは、お気軽にお問合せください。

一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会  調査研究課
ＴＥＬ 03-3230-2021
E-mail choken@jalsha.or.jp

ＦＡＸ 03-3230-2266

ホームページ

詳しくはホームページをご確認ください。
要請書類等もダウンロードできます。

地方公務員安全衛生推進協会 「職場環境改善」
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一般財団法人　地方公務員安全衛生推進協会

お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い

を ご 活 用 く だ さ い

1
地方公共団体の職場であれば業種は問いません。

広範囲な対象事業

2
施設や作業方法など、希望に合わせて診断を行います。

オーダーメイドの診断

3
診断料や旅費などの経費は一切かかりません。

費用負担はありません

職場環境改善アドバイザー
つの特徴3

▼ どうしたら
もっと安全に作業
できるだろう？

▼公務災害が
なかなか

減らないなぁ…

▼職場巡視って何に気をつけて
見たらいいの？

職場環境改善
アドバイザー

知識・経験豊富な職場環境改善アドバイザー
（安全管理士、衛生管理士、労働安全コンサ
ルタント、労働衛生コンサルタント等）があ
なたの職場にお伺いし、問題点を明らかにし
て改善に向けたアドバイスを
行います。
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一般財団法人　地方公務員安全衛生推進協会　調査研究課

まず はお 電 話を 03‒3230‒2021

つの 特 徴3職場環境改善アドバイザー

職場環境改善アドバイザーを派遣できる事業場の種類はさまざま。庁舎
の執務室はもちろん、清掃、給食、水道、下水道、保育所、病院、学校、
交通、消防、調査研究機関など、地方公共団体の職場であれば派遣可能
です。

1 広範囲な対象事業

「職場の安全を専門家の目でチェックしてほしい」「作業の流れを見ても
らえないか」「法律に適合しているか見てほしい」。どんな悩みでも、ま
ずはご相談ください。できる限りご要望に応じた診断を行います。

2 オーダーメイドの診断

診断料や旅費などの派遣に係る費用は当協会が一切負担します。ぜひ一
度ご利用ください。（応募団体多数の場合は、お受けできないことがあり
ます。）

3 費用負担はありません

職場環境改善アドバイザー派遣の流れ
お申し込み
当協会ホームページに掲載の申込書にご記入のうえ、お申し込みください。
URL：http://www.jalsha.or.jp/
応募団体多数の場合はお受けできないことがあります。ご了承ください。

1

電話による事前打合せ
内容、日程、事前提出書類について打合せを行います。

2

安全衛生診断
当日は、診断前打合せの後、診断を行います。診断後、指摘箇所の画像を見ながらアドバイザー
による講評を行います。

3

報告書を送付
診断結果を報告書にして地方公共団体へお送りします。
診断で指摘された内容について、改善報告等の必要はありません。

4
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